
平成２９年上里町教育委員会第８回定例会会議録

上里町教育委員会



平成２９年第８回上里町教育委員会定例会 議事日程

日 時 平成 29 年 8 月 24 日（木）午後 3時

場 所 上里町役場 3階 教育委員会室

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 議 事

（１） 議案第３８号 平成 29 年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について

（２） 議案第３９号 平成 29 年度上里町教育予算（９月補正）について

（３） そ の 他

・上里町教育委員会の事務の管理及び進行に関する点検評価報告について

４ 教育長報告

５ その他の事項

次回の教育委員会日程について 日 時 平成 年 月 日（ ）時 分

場 所

６ 閉 会

【 休 憩 】

〇 教育委員会報告・連絡会議



平成２９年第８回上里町教育委員会会議録

招集月日

会議日程

招集者及び宣告者

平成２９年８月２４日（木）

開 会 午後３時００分

教育長 下山 彰夫 議 長

閉 会

教育長職務代理者 安藤寛和

招集場所 上里町役場教育委員会室

午後３時２５分
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学校教育課長

学校教育指導室長

学校教育指導主事
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新津 善彦
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皆様こんにちは。事務局よりお知らせいたします。本日、下山教育

長におかれましては、体調不良により本委員会を欠席されておりま

す。このため、本日の委員会の議事進行につきましては、地教行法第

１３条第２項の規定により、安藤教育長職務代理者にお願いしたいと

存じます。よろしくお願いいたします。

＜挨拶・開会宣言＞

前回会議録の確認をお願い致します。質疑等ございましたらご発言

願います。

＜特になし＞

特に無いようですので、前回の会議録については、ご承認頂けたも

のといたします。事務局は手続きをお願いします。今回の議事録署名

人については、清委員にお願い致します。

それでは本日の議事に入りたいと思います。議案第３８号でござい

ます。事務局から説明お願い致します。

議案第３８号平成２９年度要保護及び準要保護児童生徒の不認定

についてご説明申し上げます。提案理由でございますが、要保護及び

連絡事項

学校教育課長

１．教育長職務代理者

２．前回会議録の承認

教育長職務代理者

委員

教育長職務代理者

３.議事
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教育庶務係長
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岩田 昭

学校教育指導主事

加藤 修

丸山 修

生涯学習課生涯学習係長

山田真奈美

小久保幹則

学校教育課教育庶務係長



準要保護児童生徒を認定し、学校運営の円滑化を図るため本案を提

出するものであります。概要及び内容についてご説明申し上げま

す。初めに概要でございますが、平成２９年７月１６日から平成２

９年８月１５日までに申請のあった申請者について、上里町要保護

及び準要保護児童生徒就学援助実施要項第５条に基づき認定審査

を行うものであります。続きまして認定内容でございますが、認定

区分が準要保護の新規１件１名で、職業不安定を理由とした申請で

ございます。申請に基づき算定を行ったところ、算定基準を上回っ

たため、不認定となるものです。

＜ 資料に基づき詳細を説明 ＞

只今、議案第３８号について説明でありました。結論は、算定基

準を超えたため、今回の申請は不認定としたいというものです。

何かご質問等ございましたら、ご発言願います。

算定の数字は、ぎりぎりの線ですね。算定基準が設けられている

以上、それを守っていかざるを得ませんね。仕方がないですね。

申請者は、お仕事は何をされているのですか。

＜ 資料に基づき説明 ＞

他に無いようですので、議案第３８号につきましては、提案のと

おり不認定という事でよろしいでしょうか。

＜ 承 認 ＞

議案第３８号は提案のとおり承認されましたので、事務局は、手

続きをお願いします。

次に議案第３９号に移りますが、次の議案第３９号は、平成２９

年第５回上里町議会定例会へ上程を予定しているものでございま

すので、秘密会といたします。

＜議案第３９号の議事は非公表＞
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次に、その他ですが、「上里町教育委員会の事務の管理及び進行

に関する点検及び評価報告について」を議題といたします。事務局

説明願います。

お手元に、平成２９年度の「上里町教育委員会の事務の管理及び

進行に関する点検及び評価報告書」を配布させて頂きました。この

報告書につきましては、最終ページにございますように、その客観

性を確保する観点から、今月の１７日に学識経験者２名からご意見

をいただき、最終的にまとめたものでございます。内容的には、平

成２８年度の教育に関する取組みと、それに対する評価につきまし

てまとめましたので、ご確認頂ければと思います。今後、教育委員

会といたしましては、第２期埼玉県教育振興基本計画と、いじめ防

止対策推進法を受けて策定した、国のいじめ防止等のための基本的

な方針に基づき、平成２９年度も５つの基本目標を設定しました。

なお、５つの基本目標は、１ページに記載しておりますが、確かな

学力と自立する力の育成、豊かな心と健やかな体の育成、質の高い

学校教育を推進するための環境の充実、家庭・地域の教育力の向上、

生涯にわたる学びの支援とスポーツの推進、と策定し、これらをよ

りよい環境にするため、推進してまいりたいと思います。今後につ

きましても、学校・家庭・地域の連携・協力の中で、次代を担う子

供たちを育むとともに、すべての町民の生涯にわたる学びの支援に

取り組んでまいりたいと考えております。簡単でございますが、以

上で説明とさせていただきます。

ありがとうございました。本来であれば、細かいご説明を頂きた

いところですが、時間の都合もありますので、お持ち帰りいただき、

ご一読の程お願いいたします。また、何かご不明点等ございました

ら、指導室の方までお問い合わせをお願いします。

以上で、３の議事は終了しました。４の教育長報告は次回お願い

することとし、５その他の事項ですが、委員の皆様から何かご意見

等ございますか。

＜特になし＞
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特に無いようですので、次回の教育委員会の日程ですが、いかが

いたしましょうか。

教育長の日程がわからないと決められないですね。

教育長が戻りましたら、日程を調整の上、ご連絡させて頂きたい

と思いますが、いかがでしょうか。なお、議会定例会が２０日まで

の会期となっておりますので、２１日以降の日程となります。

そのような方法でお願いしたいと思いますが、委員の都合によ

り、２２日と２６日を除いた日程でお願いします。

では、次回の定例教育委員会につきましては、教育長の日程によ

り、事務局が調整を行い、委員へ連絡をしていただく、ということ

でお願いいたします。

それでは、本日の議事につきましては全て終了しましたので、こ

れをもちまして、本日の定例教育委員会を閉会とさせていただきま

す。皆様、ご苦労様でした。

会議録署名人（教育長）

会議録署名人（委員）

会議録調製者（学校教育課長） 高橋 淳
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